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グループ通算制度で新設：開始加入時の株式等保有法人としての時価評価 

1. はじめに

グループ通算を開始する場合、又は通算グループに子法人が加入する場合には、一定の要件を満たさないと保有資産の時

価評価が行われ、また、繰越欠損金が切捨てになる場合がある（法法 64 の 11①、64 の 12①、57⑥等）。これらの論点

は連結納税制度のときからあり、広く知られていると思われる。 

一方、グループ通算制度に移行してから新設された規定により、これら開始加入時に、株式等保有法人における子法人株式

等の時価評価が行われる場合がある（法法 64 の 11②、64 の 12②）。 

この株式等保有法人における子法人株式等の時価評価は、グループ通算制度における投資簿価修正が離脱法人の簿価

純資産に等しくなるように修正を行う制度とされたことから、短期的に完全子法人化して外部譲渡することにより、譲渡損益

の課税を回避することが想定され、これを阻止するために導入された制度である。 

グループ通算の開始・加入における論点として、忘れがちであるため、注意が必要である。 

以下に規定の詳細を解説する。 

2. 株式等保有法人の時価評価が行われる場合

グループ通算開始・加入に際し、株式等保有法人としての子法人株式等の時価評価が行われるのは、以下の場合である。 

◼ 通算開始直前事業年度終了時において、グループ通算開始時の時価評価の対象となる子法人の株式等を保有する

場合（法法 64 の 11②）：通算開始直前事業年度終日の属する事業年度において評価損益を計上

◼ 通算承認効力発生日において、通算グループ加入時に時価評価の対象となる子法人（加入後に通算親法人による

完全支配関係が継続することが見込まれている場合（＊1）を除く）の株式等を保有する場合：当該通算承認効

力発生日の前日の属する事業年度（法法 64 の 12②）において評価損益を計上

◼ ただし、損益通算の規定の適用を受けない初年度離脱開始・加入子法人（＊2）及び親法人を除く（法法 64 の

11②、64 の 12②、法令 131 の 15⑤、131 の 16⑥）。

Executive Summary 

◼ グループ通算開始加入に際して、時価評価対象の子法人のうち、通算親法人による完全支配関係継続が見込

まれないものについて、その株主等において、株式等の時価評価が行われる。

◼ 連結納税においては無かった規定であり、忘れないように注意が必要である。

◼ 当該規定は、近い将来に投資簿価修正の対象になることを想定して、その含み損益を利用した租税回避を防止

する趣旨で導入された制度である。
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（＊1）通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合：加入後に当該加入法人と当該通算親

法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合をいう（法令 131 の 16⑤、

③）。なお、加入後に当該加入法人を被合併法人とする適格合併（当該通算親法人又は他の通算法人で当該通算親

法人による通算完全支配関係が継続することが見込まれているものを合併法人とするものに限る）を行うことが見込まれてい

る場合には、加入時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続することが見込まれている場合とされる。

（＊2）初年度離脱開始・加入子法人：グループ通算開始・加入する子法人のうち、開始加入日（＊3）以後 2 カ月以

内かつ通算初年度終了日までに親法人との間の完全支配関係がなくなり離脱するもの（法令 131 の 15⑤、①八、131

の 16⑥、①六）。ただし、通算グループ内の法人を合併法人とする合併や残余財産の確定により完全支配関係がなくなる

ものを除く。 

（＊3）開始加入日：開始の場合は、親法人の最初通算事業年度開始日。加入の場合は、親法人による完全支配関

係発生日（加入時期の特例（法法 14⑧一）を適用する場合には適用後の加入日）。すなわち、子法人の通算承認の

効力が発生する日である。 

なお、株式等保有法人がグループ通算開始加入時の保有資産の時価評価の対象になることにより、当該子法人の株式を

時価評価する場合には、この開始時の保有資産の時価評価の方が優先され、株式等保有法人としての時価評価は行われ

ない（法法 64 の 11②かっこ書、64 の 12②かっこ書）（規定上、開始加入時の保有資産の時価評価が優先するだけで

あり、当該子法人の株式等が時価評価の対象になるという結果には影響なし）。 

3. グループ通算開始時の例

例えば、次の図の P 社グループでグループ通算を開始する場合、通算子法人となる法人 A 社と B 社について通算親法人に

よる完全支配関係継続の見込みがなく、時価評価対象法人に該当するものとする。 

この場合、P 社は、A 社及び B 社の株式等保有法人として、A 社株式及び B 社株式の時価評価が必要になる（法法 64

の 11②）。B 社株式を保有する A 社は保有資産の時価評価を行う中で B 社株式を時価評価する（法法 64 の 11

①）。

4. グループ通算加入の例

 グループ通算加入の例として、次の図のように、P 社グループに A 社と B 社が加入する場合を考える。 

この場合、A 社と B 社が時価評価対象法人に該当し、また、通算親法人による完全支配関係継続見込みがないものとす

る。 

この場合、通算承認効力発生日に A 社株式を保有する P 社において、その前日の属する事業年度において、その時価評

価損益を計上する（法法 64 の 12②）。ここで、P 社は従来 A 社株式の 80％を保有しており、20％を時価により株式取

得して 100％化しているため、20％は既に時価となっており、結果的には 80％相当額について株式等保有法人としての時価

評価が行われる。 

Ａ社におけるＢ社株式の時価評価について A 社の通算加入直前事業年度において、A 社の保有資産の時価評価を行う

過程で行われる（法法 64 の 12①）。 
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5. おわりに

以上、グループ通算制度開始加入に際し必要となる、株式等保有法人としての子法人株式等の時価評価について解説し

た。 

複雑な規定ではないが、連結納税においては無かった規定であり、忘れないよう、注意が必要である。 

前述のとおり、当該規定は近い将来に離脱して投資簿価修正の対象になることを想定したものであり、投資簿価修正とセッ

トで考慮することになると思われる。

（東京事務所 大野 久子） 
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